
 

 

 

２０２０年３月５日 

日本原子力発電株式会社 

 

 

原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説について 

 

１．目的 

敦賀発電所２号機における保全計画に従い、使用済燃料ピット（以下、「ＳＦＰ」という。）

冷却浄化系弁の点検を実施することから、ＳＦＰ水位を通常水位のＥＬ６．８５ｍから 

約ＥＬ６．４４ｍまで低下させる必要がある。 

ＳＦＰ水位を通常水位から低下させることに関しては、『敦賀発電所原子炉施設保安規定』

及び『敦賀発電所原子力事業者防災業務計画』のうち原子力災害対策指針に基づく警戒事象に

記載があることから、各記載事項に対する解釈について整理した。 

 

 

２．作業概要 

（１）作業件名  敦賀発電所 ２号機 

長期停止に伴う弁・ポンプ等点検工事（その１）のうち、一次系弁点検工事 

 

（２）作業期間  ２０２０年３月１８日（水）～２０２０年３月２５日（水）（予定） 

 

（３）作業内容 

   使用済燃料ピット冷却浄化系弁における以下４台の弁の点検を行う。 

・Ａ使用済燃料ピット冷却器入口ベント弁 【Ｖ－ＳＦ－０１０Ａ】 

・Ａ使用済燃料ピット冷却器出口弁    【Ｖ－ＳＦ－０１３Ａ】 

・Ａ使用済燃料ピット浄化ライン戻り弁  【Ｖ－ＳＦ－０５３Ａ】 

・使用済燃料ピット浄化ライン戻り逆止弁 【Ｖ－ＳＦ－０５４】 
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３．保安規定の解釈 

   ＳＦＰ水位については保安規定第２８２条（使用済燃料ピットの水位及び水温）で運転上の制

限を定めているが、下記のとおり運転上の制限を逸脱しない。 

 

＜敦賀発電所原子炉施設保安規定（抜粋）＞ 

保安規定 解釈 

（使用済燃料ピットの水位及び水温） 

第２８２条 使用済燃料ピットは、表２８２－１で定め

る事項を運転上の制限とする。 

２．使用済燃料ピットが第１項で定める運転上の制限を

満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1)発電長（２号炉担当）は、毎日１回、使用済燃料ピッ

トの水位及び水温を確認する。 

（略） 

表２８２－１ 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料ピ

ット 

水位※1及び水温が表２８２－２で定める制限値内

にあること 

※1：照射済燃料の移動を行っていない場合は、運転上の制限を適用し

ない。 

表２８２－２ 

項 目 制限値 

水 位 EL ６.７８ｍ以上 

水 温 ６５℃以下 

 

 

保安規定第２８２条より、 

(1)水位の運転上の制限については、

「※1：照射済燃料の移動を行っていない

場合は、運転上の制限を適用しない」と

なっており、運転上の制限は適用しない。

 

(2)運転上の制限外に移行するのは、照射

済燃料移動作業時に、ＥＬ ６．７８ｍ未

満に水位低下した場合 

 

 

以上のことから運転上の制限の逸脱には

該当しない。 
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４．原子力災害対策指針に基づく事象の解釈 

   弁点検中はＳＦＰ水位を約ＥＬ６．４４ｍとすることから、敦賀発電所原子力事業者防災業務

計画に定める緊急時活動レベル（以下、「ＥＡＬ」という。）事象として、ＳＦＰ水位がＥＬ６．

７８ｍ以上に復帰できないため、ＥＡＬ番号「ＡＬ３１」（使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失の

おそれ）が該当するが、原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準の解説に、「保安規

定に従ってあらかじめ計画された機能の喪失については、緊急事態区分を判断する基準の対象外

とする。」としており、今回の工事については下記のとおり、緊急事態区分を判断する基準の対

象外である。 

 

＜敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（抜粋）＞ 

原子力事業者防災業務計画（原子力災害対策指針に基づく警戒事象） 

ＥＡＬ 

区分 

ＥＡＬ 

番号 
ＥＡＬ事象 説明 

冷やす ＡＬ３１

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそ

れ（旧基準炉）＞ 

 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこ

と、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上

測定できないこと。 

・「水位を維持できない」とは、使用済燃料ピ

ット水の漏えい又は蒸発が継続し、使用済燃料

ピット水位がＥＬ＋６．７８ｍ以上に復帰しな

い場合をいう。 

・「水位を一定時間以上測定できない」とは、

直接的又は間接的な手段によって使用済燃料ピ

ットの液面の位置が３時間以上継続して確認で

きない場合をいう。 

・使用済燃料ピットの水位の維持・回復の手段

は、可搬型を含む全ての設備が考慮される。 

 

＜原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説（抜粋）＞ 

原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準

等の解説 
解釈 

Ⅱ．緊急事態区分を判断する基準の解説における共通

事項 

・計画された機能喪失について 

保安規定に従ってあらかじめ計画された機能

の喪失については、緊急事態区分を判断する基

準の対象外とする。 

「保安規定に従ってあらかじめ計画された機

能の喪失」とは、保安規定第８章 第３２８

条（保守管理計画）８．保全の実施に基づき

計画された点検・補修が該当。 

 

５．まとめ 

   上述のとおり、原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説に記載の「保安規

定に従ってあらかじめ計画」とは、「保安規定第８章３２８条の保守管理計画の保全の実施に基

づき計画された点検・補修」も含まれることから、今回の弁点検作業におけるＳＦＰの水位低下

はＥＡＬ事象に該当しないと考えている。 

 

以 上 
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参考資料（概略図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイフォンブレイカー部拡大 
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参考資料（スケジュール（予定）） 
 

3/18 

(水) 

3/19 

(木) 

3/20 

(金) 

3/21 

(土) 

3/22 

(日) 

3/23 

(月) 

3/24 

(火) 

3/25 

(水) 

        

系統水抜き 

系統水張、復旧 

弁分解点検 

ＳＦＰ冷却停止(10:00) 

ＳＦＰ冷却開始（17:00）
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